
１）項目は、・印の付いたものを適用する。

取りこわし特記仕様書（設計者等表示欄）　※

※　設計者等表示欄は建築士法に基づき、建築士等がその業務に必要な表示行為を行う場合等に作成する

A-00

※

※

（工事名）

材料名 厚さ(mm) 調査を行う範囲

※図示　　・工事対象範囲

※図示　　・工事対象範囲

※図示　　・工事対象範囲

※図示　　・工事対象範囲

Ⅰ　工事概要

１．工事場所

２．敷地面積

- １棟

㎡ （電気、機械設備共）

４．指定部分　 ・有　・無  　対象部分（　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　  指定部分工期　　　年　　月　　日

５．工事範囲　すべての躯体（捨てコンクリートまでとし、砂利地業は除く）

　　　　　　及び仕上げ材すべてとする。

Ⅱ　解体工事仕様

（１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣

官房官庁営繕部制定の「建築物解体工事共通仕様書（建築工事編）

　（令和４年版）」（以下「解体共通仕様書」という。）による。

　　図面、本特記仕様書及び解体共通仕様書に記載されていない事項は、

国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書（建

築工事編）令和４年版」（以下｢標準仕様書｣という。）及び「公共建

築改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和４年版）」（以下「改修

標準仕様書」という。）による。

（２）本特記仕様書の表記

２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

３）特記事項に記載の 《  .  .  》内表示番号は、解体共通仕様書の

当該項目、当該図又は当該表を示す。

４）特記事項に記載の(　． .　)内表示番号は、標準仕様書の当該項

目、当該図又は当該表を示す。

５）特記事項に記載の[　． .　]内表示番号は、改修標準仕様書の当

該項目、当該図又は当該表を示す。

材料名

定性分析方法 定量分析方法

JIS A 1481-1またはJI

S A 1481-2

JIS A 1481-3またはJI

S A 1481-4

・　　　箇所

・　　　箇所

・　　　箇所 ・　　　箇所

適

用

測定

名称
測定時期 測定場所

測定箇所数

(各施工箇所ご

と)

・ 測定1

処理作業前

処理作業室内 ・計　　　点

・ 測定2
調査対象室外部の

付近
・計　　　点

・
測定3

処理作業中

処理作業室内 ・計　　　点

・
測定4

セキュリティゾー

ン入口
・計　　　点

・

測定5

集じん・排気装置

の排出口(処理作

業室外の場合)

出口吹出し風

速1m/sec以下

の位置

・計　　　点

・

測定6

処理作業室外

・施工区画周辺

・敷地境界

・計　　　点

・

測定7
処理作業後

(シート養生中)
処理作業室内 ・計　　　点

・
測定8 処理作業後シー

ト撤去後

1週間以降

処理作業室内 ・計　　　点

・
測定9

調査対象室外部の

付近
・計　　　点

測定名称 測定方法

・測定4

・測定5

粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）パ

ーティクルカウンター、繊維状粒子自動測

定器（リアルタイムファイバーモニター）

等の粉じんを迅速に測定できる機器を用い

た測定

測定

名称

メンブレンフ

ィルタ直径(mm

)

試料の吸引流量(

L/min)

試料の吸引時間(

min)

・測定4

・測定5
25 5 30

・測定

・
25 10 120

・測定

・
47 10 240

・測定

・
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章
特　記　事　項

・適用基準 １）本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を

指す。

建築工事標準図（令和4年版）

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

・騒音・粉じん

等の対策

《2.2.1》

騒音・粉じん等の対策

設置範囲及び高さ

　・図示（　　　／　　　図による）　・　

・足場等 （2.2.4）

「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚

生労働省　平成21年4月24日）の「（別紙）手すり先行工法

等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たって

は、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の

組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は

(3)手すり先行専用足場方式により行う。

・山留めの撤去 《2.4.3》

鋼矢板等の抜き後の処理　　・　

※直ちに砂等で充填する

・杭の解体 《3.9.2》

杭

　・行う　　　　　・行わない

杭の解体工法

　・引抜き工法　　・粉砕による解体

・樹木等 　《3.11.1》
樹木の伐採抜根及び移植

　・行う（　　　／　　　図による）

・地下埋設物・　
埋設配管

　《3.12.1》

地下埋設物及び埋設配管の解体

　・行う（　　　／　　　図による）

・解体後の整地 　《3.13.1》

解体後の埋戻し及び盛土

　・行う

　　　整地高さ

　　　　・現状ＧＬ　　・図示（　　　／　　　図による）

　　　埋戻し及び盛土の材料

　　　　・山砂の類

　　　　・他現場の建設発生土の中の良質土

　　　　・再生コンクリート砂

　　　埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め

固めること。

　　解体後の地均し

　　・基礎部分等の撤去範囲の地均しを行う

　　・敷地全体の地均しを行う

　　・敷地の地均しを行わない

　・行わない

・施工計画調査 《5.1.2》

《6.1.3》・石綿含有建材

の除去工事 　※石綿含有建材の事前調査

工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によっ

て石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料

等の使用の有無について調査する。

調査範囲（※施工範囲全て　　・図示　　　　　　）

　貸与資料（・アスベスト関係材料調査票　・既存図面）

・分析による石綿含有建材の調査

分析対象

アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、

　クリソタイル、クロシドライト、トレモライト

分析方法

　サンプル数　　１箇所あたり３サンプル

　　採取箇所　　　・図示　　　・　

・石綿粉じん

濃度測定

《6.1.4》
測定時期、場所及び測定点

測定方法

　・自動測定器による測定

・JIS K 3850-1に基づいた測定

《6.3.2、3》・石綿含有

吹付け材の

除去 　　工法　　　　・　　　　※6.3.2(1)

除去対象範囲　　・図示　　・　

除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置

　　※湿潤化　　　・固形化

除去した石綿含有吹付け材等の処分

　　・埋立処分（管理型最終処分場）

　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・石綿含有

保温材等の

除去

《6.4.1》

　除去対象範囲　　・図示　・　

　工法　　　　・破砕して除去　・原型のまま手ばらし

　除去した石綿含有保温材等の飛散防止

　　※湿潤化　　・固形化

　除去した石綿含有保温材等の処分　

　　・埋立処分（管理型最終処分場）

　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・石綿含有

成形板の除去

《6.5.1》

除去対象範囲　　・図示

除去した石綿含有成形板の処分

　　・石綿含有せっこうボード

　　　　※埋立処分（管理型最終処分場）

　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板

・埋立処分（安定型最終処分場）

・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・石綿含有

仕上塗材

の除去

　《6.6.1》

除去対象範囲　　・図示 ・　

　工法　・集じん装置付き超高圧水洗工法（100Mpa以上）

　　　　・湿式集じん装置付きディスクグラインダー工法

　　　　・乾式集じん装置付きディスクグラインダー工法

　　　　・剥離剤（薬品）工法

　　　　・超音波ケレン工法

　　　　・　

　除去した石綿含有仕上塗材の処分

　　・埋立部分（安定型最終処分場）

　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・石綿含有の

設備資機材の

除去

アスベスト含有の設備資機材の処理については、取りこわ　

し特記仕様書（電気設備の部）及び（機械設備の部）によ

る。

いちょう公園トイレ改築工事 特記仕様書

おいらせ町東下谷地44-3

6,476.2㎡　　　全体337,970.28㎡

　　　　　 　取りこわし

　・防音パネル　・防音シート　・防炎シート

サイディング材

仕上塗材

・　　１箇所

・　　１箇所

いちょう公園トイレ改築工事

青森県　おいらせ町

３．工事種目　１）トイレ　木造平屋建

　　　　　　　　　　　　延べ面積 １８．２


